
議案第３５号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

市立保育園において本市職員がおんぶしていた被害者を落下させて負傷させ

た事件について、次のとおり損害賠償の額を決定したいので、地方自治法第９

６条第１項第１３号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３１年 ２ 月１２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 損害賠償の額  １８２，１９９，１７２円 

２ 被 害 者  川崎区在住者（事故当時 生後７箇月） 

 

 

参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

 平成２３年４月１８日、川崎区の市立保育園で、本市職員が、おんぶ紐
ひも

で背

負っていた被害者をおんぶし直そうとした際、落下させ、負傷させ、両下肢体

幹機能障害、視力障害等を負わせるに至ったものである。 
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